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研究成果の概要（和文）：　本研究は、国際輸送市場の構造を明らかにするとともに、国際輸送から生じる環境
負荷の社会的負担のあり方や環境政策・貿易政策のあり方について、理論的な手法および経済実験の手法を用い
て分析を行った。競争法の適用除外が認められている国際輸送市場において、不況後の合併・アライアンスの継
続の可能性や、それが投資や輸送量に及ぼす影響を明らかにした。また、貿易の自由化と国際輸送に対する環境
政策や、国内輸送と国際輸送に対する環境政策の組み合わせがどのように経済厚生に影響を与えるかについて明
らかにした。

研究成果の概要（英文）：　In this research, we analyze the structure of international transportation
 markets, how countries share the environmental burden and what environmental and trade policies 
they should employ when environmental burden is brought by international transportation, by using 
theoretical and economic laboratory approaches. We find a possibility of merger and formation of 
alliance after a recession in international transportation markets with exemption from antitrust 
laws, and show that it affects the investment and volume of transportation. In addition, we show the
 welfare effects of a combination of trade liberalization and environmental policies on 
international transportation, and a combination of environmental policies on domestic and 
international transportations.

研究分野： 国際経済学
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１．研究開始当初の背景 
過去 20 年にわたって、垂直的国際分業は

飛躍的に深化し、人の国際移動は急激に増加
してきた。これによって世界経済はより緊密
につながり、それによってグローバル経済は
発展してきた。この発展にとって重要な鍵を
握ってきたのが、国際輸送セクター（海運、
空運）である。この部門は、以下の特徴を有
する。 
第１に、競争制限的な制度の変化である。

歴史的には、独占禁止法の適用除外になって
いたことからもわかるとおり、海運業界や航
空業界は、競争が制限されてきた。しかし、
近年競争を促進する制度変化が起きている。 
第２に、環境負荷の発生：国際輸送量の増

加に伴って、輸送に伴う環境負荷が増加して
いる。また、それらに伴う病害虫の侵入や生
物多様性の喪失が発生している。 
競争法の展開や環境規制の変化が、国際貿

易を通したグローバル経済の発展に大きな
影響を与えてきている。国際輸送セクターの
市場制度設計が貿易を行っている国々の厚
生にとって重要な鍵を握っているのである。 
 本研究課題を開始するまでの時点におい
ては、競争法、環境規制それぞれが独自に分
析されてきた。また、貿易理論においては、
国際輸送セクターの制度は明示的に取り扱
われてきていなかった。 
 
２．研究の目的 
そこで、本研究課題では国際輸送市場を明

示的に分析モデルに取り入れて、以下の点を
明らかにすることを目的とした。 
（１）企業はどのように行動するのか。 
 海運業者や航空輸送業者（以下、国際輸送
企業）は、市場でどのような行動をとるのか
を理論的に明らかにする。 
（２）国際輸送市場は機能するのか。 
 国際輸送市場が効率的な状態を実現でき
るのかどうかを考察する。また、国際輸送企
業の属する国とそうでない国との間で、厚生
がどのように異なってくるかを分析する。競
争を制限することで供給の変動が抑制され、
厚生を改善する可能性についても分析を行
う。 
（３）国際輸送市場における制度はどのよう
なものが望ましいのか。 
 固定費用が莫大な産業のため、競争法をど
の程度厳密に適用するべきなのか、また国家
間でどのように調和させていくべきなのか
を考察する。 
（４）環境負荷に伴う社会的責任は誰が負う
のか。 
 国際輸送企業の所属する国、輸出国、輸入
国、通過国の間でどのように負担がシェアさ
れるべきなのか、どの国がどのような環境規
制を実施すべきなのかを明らかにする。また、
船舶のライフサイクルにも視野を広げ、船舶
解体からの環境負荷についても考察の対象
とする。 

 
３．研究の方法 
 研究の方法としては、以下の３つの方法を
合わせて用いた。 
（１）実態調査 
 国際輸送に関連するステークホルダーへ
のヒアリング調査を行い、理論モデル構築や
実証分析の基礎となるデータや資料を収集
した。 
（２）理論分析 
 既存研究のサーベイを行ったうえで、国際
輸送市場、および企業行動の分析を行った。
国際輸送市場で起きている競争構造の変化
が厚生にどのような影響をもたらすのか、環
境政策や貿易政策が環境負荷にどのような
影響を与えるのかについて、国際貿易や産業
組織論の分析ツールを用いて考察した。 
（３）経済実験 
 取引を仲介する輸送市場が寡占の状態に
ある場合に、市場が効率性をどの程度達成で
きるのかという観点から、経済実験を行った。
特に競争法の適用免除という制度の効果を
分析した。被験者は学生とし、実験室実験を
行った。 
 また、船舶解体に関する環境負荷に対して
解体産業のある地域住民の意識を抽出する
ために、バングラデシュのチッタゴン市にお
い て 経 済 実 験 （ Artefactual Field 
Experiment）を実施した。 
 
４．研究成果 
（１）国際輸送セクターと競争制度の理論分
析 
 アライアンス、不確実性、競争法の適用免
除といった国際輸送市場の特徴を取り入れ
て、（i）将来の需要に不確実性がある場合に
キャパシティーが過剰になるのか、(ii) ア
ライアンスの結成はキャパシティーにどの
ような影響を与えるのかを分析した。さらに
は、国際海運企業による輸送費用を下げるよ
うな投資についても過剰になるのかどうか
について考察を行った。 
主な結果は以下のとおりである。第１に、

輸送料金は限界費用より低くなる可能性が
あり、また利潤が負になる場合でかつ運行が
行われる場合がある。第２に、アライアンス
の結成は企業数が減少することと同じ意味
を持つにもかかわらず、補完的な効果がある
ためキャパシティーおよび輸送量を増加さ
せる効果がある。第３に、アライアンスが存
在せず、かつ政府の補助が存在しない状況に
おいては個々の輸送企業の投資額は世界厚
生の観点からは過少になる。第４に、アライ
アンスの結成は、投資の過少の問題を緩和す
る、もしくは過剰の問題を深刻にする。第５
に、競争法適用免除は同一航路内でのカルテ
ルを可能にするため投資や輸送量に影響を
与える。 
 
（２）国際輸送セクターと競争制度の経済実



験 
国際輸送市場、特に定期輸送航路は寡占市

場であり、合併やアライアンスの提携などに
より、寡占度も高まっている。また、先進国
を含む多くの国々で、この市場に参入してい
る企業には、競争法の適用が除外されている、
あるいはされていた。競争を促進する方向に
制度は変わっているものの、いまでも適用除
外がみられる。そこで、このような市場を想
定したラボラトリー実験を行い、企業間の数
量調整などの協調が、協調が終了した後の数
量の意思決定にも影響を与えるかどうかを
検証した。不況期にカルテルを認めた場合に、
不況期が終わって競争法の適用除外が終わ
っても、企業間の競争が十分に行われない傾
向が続くどうかはこの競争法や国際輸送市
場の設計の観点からも重要である。 
実験結果から、（１）「協調に参加した期に

は、協調から逸脱できない」という強い協調
の仕組みは、有意に数量を減少させる、（２）
「協調をいったん受け入れても逸脱ができ
る」という弱い協調の仕組みは、数量に影響
を与えない、（３）強い協調の場合には協調
成功の経験が、弱い協調の場合には協調失敗
の経験が、後の協調終了後の数量の意思決定
に有意に影響を与える、といったことが明ら
かとなった。 
 
（３）国際輸送に対する環境政策の理論分析 
 国際輸送から発生する環境負荷に関して、
各国政府が法的管轄権の範囲内での排出に
のみ課税できる場合、および EU が検討した
国際航空輸送に対する排出権取得の義務付
けることに見られるように管轄権の範囲外
の排出にも課税できるような場合とで、どち
らが世界厚生の観点から望ましいかの分析
を行った。国内輸送に対する課税について内
国民待遇の条件を満たす必要がある場合、管
轄権の範囲外の排出にも課税できる場合の
ほうが世界厚生の観点から望ましい場合が
あることが明らかとなった。 
  
（４）国際輸送に対する環境政策と貿易政策
の理論分析 
 国際輸送から汚染が発生するような2国の
貿易モデルを構築し、貿易自由化や環境政策
が資源配分や経済厚生に対してどのような
影響を与えるかを理論的に分析した。この分
析においては、対照的な2国モデルにおいて、
各国に最終財を供給する企業と国際輸送サ
ービスを供給する企業が存在し、それぞれの
市場で寡占競争が行われている状況を想定
した。汚染による損失が大きい場合、環境政
策が行われていない状況での貿易自由化は
両国の経済厚生を引き下げる可能性がある
こと、また貿易の自由化が行われていない場
合には協調的な環境政策の導入が両国の経
済厚生を引き上げる可能性があることなど
が示された。 
  

（５）船舶解体とリユース、リサイクル 
 国際輸送に用いられる大型の船舶は、様々
な資源を含んでいる。このため 20～30 年の
寿命を迎え解体された後に多くの部分がリ
ユース、リサイクルされる。一方で、アスベ
ストやフロンなどの有害物質も多く含まれ
ているため、ずさんな管理、未熟な技術で解
体されると環境問題を引き起こす。解体プロ
セスのあり方は、廃棄コストと環境負荷の観
点から国際輸送市場に大きく影響を与える。
そこで、バングラデシュ・チッタゴンにおけ
る船舶解体に関して現地調査によりデータ
を収集し、船舶から回収されるすべての鉄
鋼・非鉄素材，部品，機器，消耗品に関する
マテリアル・フロー分析を行った。 
2010 年度には 100 隻(135 万軽荷排水ト

ン：(LDT)) の大型船舶が解体され，鉄鋼素
材 117 万 tonnes，機械・電子機器・金属製
品・艤装品類 10 万 tonnes を含むマテリア
ルが回収され，このうち約 89 % がリユース
またはリサイクルされた。特に簡単な選別，
加工，修理を経たリユース率は約 22 % に上
り，なかでも造船・商船業による「船舶 to 船
舶」のリユース率は全体の約 8%に達する。一
方，有害物質管理については，2009 年の船
舶の安全かつ環境上適正な再生利用のため
の香港国際条約の発効に向けた改善がみら
れるものの，未だに不十分な現状が現地調査
により確認された。 
 
（６）船舶解体に関する環境負荷 
 バングラデシュのチッタゴン市において
経済実験（Artefactual Field Experiment）
を実施した。国際輸送に用いられた船舶の解
体時にも深刻な環境負荷が発生することが
あるため、この環境問題に対する周辺住民の
認識を知ることが重要である。具体的には、
船舶解体ヤードが点在する近隣のコミュニ
ティーにおいて住民のリスク選好、時間選好、
利他性などを計測する実験を行い、また環境
に対する支払意思額を調査した。データから
は、「他の研究とも整合的であるが年齢が高
いほど支払意思額は低い」、「船舶解体ヤード
の近くに住んでいる人や解体ヤードで働い
た経験のない人は、船舶解体ヤードの環境改
善に対する支払意思額が高い傾向にある」と
いった重要な結果が得られている。 
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